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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
舞台の間口に配設されてこの舞台の間口を開閉するカーテンをこの舞台の上方に配備の保
持手段に保持してなるカーテンの懸吊構造において、
　牽引時に上記カーテンを折り畳みあるいは引き割る操作用牽引体の一端が上記カーテン
に連結されて上記操作用牽引体の他端が上記舞台の上方に配備されて上記保持手段とは別
に設けられる懸吊手段に連結され、
　上記保持手段および上記懸吊手段がバトン装置とされ、
　このバトン装置が上記舞台の間口方向に整列される複数本の牽引体と、この複数本とな
る各牽引体の下端に連結されると共に上記舞台の間口方向に延在されて上記操作用牽引体
を連結させあるいは上記カーテンを吊持するバトンとを有してなることを特徴とするカー
テンの懸吊構造。
【請求項２】
上記カーテンが上記舞台の間口を上下方向に開閉する一枚のカーテン体からなり、このカ
ーテン体の裏面における上下方向の中央部に左右方向に延在されて連結される貫体を有し
、この貫体に上記操作用牽引体の一端が連結されてなる請求項１に記載のカーテンの懸吊
構造。
【請求項３】
上記カーテンが上記舞台の間口を左右方向に開閉する一対のカーテン体を有し、この一対
のカーテン体による上記舞台の間口の閉鎖時に上記各カーテン体における開口縁部が上記
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舞台の間口の中央部に位置決められながら互いにオーバーラップすると共に、上記各カー
テン体の裏面側において上記各カーテン体における開口縁部に上記操作用牽引体の一端が
連結されてなる請求項１に記載のカーテンの懸吊構造。
【請求項４】
舞台の上方に配備の保持手段に保持されながらこの舞台の間口に配設されてこの舞台の間
口を閉鎖するカーテンを上下方向に折り畳みあるいは左右方向に引き割りして上記舞台の
間口を開放してなるカーテンの懸吊方法において、
　一端を上記カーテンに連結させて牽引時に上記カーテンを折り畳みあるいは引き割る操
作用牽引体の他端が懸吊手段に連結されると共に、この懸吊手段が保持手段とは別に設け
られながら上記操作用牽引体を牽引して上記カーテンを上下方向に折り畳みあるいは左右
方向に引き割り、
　上記保持手段および上記懸吊手段がバトン装置とされ、
　このバトン装置が上記舞台の間口方向に整列される複数本の牽引体と、この複数本とな
る各牽引体の下端に連結されると共に上記舞台の間口方向に延在されて上記操作用牽引体
を連結させあるいは上記カーテンを吊持するバトンとを有してなるカーテンの懸吊方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、カーテンの懸吊構造および懸吊方法に関し、特に、舞台の間口を開閉する
カーテンへの利用に向くカーテンの懸吊構造および懸吊方法の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　舞台の間口を開閉するカーテンへの利用に向くカーテンの懸吊構造および懸吊方法とし
ては、これまでに、種々の提案があるが、その中で、たとえば、特許文献１には、カーテ
ンたるオペラカーテンへの利用に向くカーテンの懸吊構造の提案が開示されている。
【０００３】
　すなわち、特許文献１に開示の提案は、オペラカーテンの昇降操作と、開放操作たる絞
り操作および閉鎖操作たる復帰操作とを可能にするもので、舞台上方の簀の子上に配設の
昇降装置と絞り装置の作動の選択で、上記の各操作を実現可能にしている。
【０００４】
　ちなみに、オペラカーテンは、舞台上方から垂下されて舞台の間口方向に整列される複
数本となる懸吊用の牽引体の下端に連結された杆体に懸吊され、この状態下に、間口の中
央部分で左右方向にオーバーラップする開口縁部に言わば左右の絞り操作用の牽引体にお
ける各一端を連結させている。
【０００５】
　そして、この左右の絞り用牽引体における各他端が上記の絞り装置におけるドラムに連
繋し、この絞り装置におけるドラムが駆動源で駆動され、この駆動源には、クラッチを介
して昇降装置におけるドラムが連繋している。
【０００６】
　それゆえ、上記の文献開示の提案にあっては、クラッチをオフにして絞り装置のみを作
動させると、オペラカーテンが開口縁部から持ち上げられる開放操作たる絞り操作、およ
び、持ち上げられたオペラカーテンの開口縁部を下げる閉鎖操作たる復帰操作が実現され
る。
【０００７】
　なお、上記の提案にあっては、クラッチをオンにして絞り装置を作動させる場合には、
昇降装置も作動されて、オペラカーテンが昇降しながら開閉する。
【特許文献１】特開平６‐２２１０１１号公報（要約，特許請求の範囲　請求項１，明細
書中の段落０００６，同０００８，同００１２，図１，図２参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　上記した特許文献１に開示の提案にあっては、オペラカーテンの絞り操作および復帰操
作が実現される点で、基本的に不具合がある訳ではないが、実施に際して些かの不具合が
あると指摘される可能性がある。
【０００９】
　すなわち、上記の提案にあって、カーテンたるオペラカーテンを懸吊して昇降させる昇
降装置は、舞台上方に配設されるバトン装置であり、したがって、オペラカーテンの絞り
操作および復帰操作を実現する絞り装置は、バトン装置に併設される。
【００１０】
　その結果、上記の提案にあっては、バトン装置に絞り装置を併設させるから、この絞り
装置を併設させる分、オペラカーテンたるカーテンの懸吊構造を複雑にし、また、これを
利用する場合のコストを増大させる不具合がある。
【００１１】
　この発明は、このような現状を鑑みて創案されたものであって、その目的とするところ
は、具現化や運用に際してのコストをいたずらに大きくせずして、その汎用性の向上を期
待するのに最適となるカーテンの懸吊構造および懸吊方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記した目的を達成するために、この発明によるカーテンの懸吊構造の構成を、基本的
には、舞台の間口に配設されてこの舞台の間口を開閉するカーテンをこの舞台の上方に配
備の保持手段に保持してなるカーテンの懸吊構造において、牽引時に上記カーテンを折り
畳みあるいは引き割る操作用牽引体の一端が上記カーテンに連結されて上記操作用牽引体
の他端が上記舞台の上方に配備されて上記保持手段とは別に設けられる懸吊手段に連結さ
れ、上記保持手段および上記懸吊手段がバトン装置とされ、このバトン装置が上記舞台の
間口方向に整列される複数本の牽引体と、この複数本となる各牽引体の下端に連結される
と共に上記舞台の間口方向に延在されて上記操作用牽引体を連結させあるいは上記カーテ
ンを吊持するバトンとを有してなるとする。
【００１３】
　そして、この発明によるカーテンの懸吊方法の構成を、基本的には、舞台の上方に配備
の保持手段に保持されながらこの舞台の間口に配設されてこの舞台の間口を閉鎖するカー
テンを上下方向に折り畳みあるいは左右方向に引き割りして上記舞台の間口を開放してな
るカーテンの懸吊方法において、
　一端を上記カーテンに連結させて牽引時に上記カーテンを折り畳みあるいは引き割る操
作用牽引体の他端が懸吊手段に連結されると共に、この懸吊手段が保持手段とは別に設け
られながら上記操作用牽引体を牽引して上記カーテンを上下方向に折り畳みあるいは左右
方向に引き割り、
　上記保持手段および上記懸吊手段がバトン装置とされ、
　このバトン装置が上記舞台の間口方向に整列される複数本の牽引体と、この複数本とな
る各牽引体の下端に連結されると共に上記舞台の間口方向に延在されて上記操作用牽引体
を連結させあるいは上記カーテンを吊持するバトンとを有してなるとする。
【発明の効果】
【００１４】
　それゆえ、この発明にあっては、カーテンにおける開閉操作をカーテンの保持手段とは
別体となる懸吊手段で実現し得るから、懸吊手段の配備でこの発明の具現化が可能になる
。
【００１５】
　そして、多くの場合に、劇場などの舞台の上方には、複数基のバトン装置が配備されて
いるから、この既存の複数基となるバトン装置における一基のバトン装置を懸吊手段にす
ることで、懸吊手段の配備が容易になる。
【００１６】
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　このとき、懸吊手段と同様に、カーテンの保持手段が既存の複数基となるバトン装置に
おける一基のバトン装置とされることで、この発明によるカーテンの懸吊構造の具現化が
一層容易になる。
【００１７】
　その結果、カーテンの開閉を実現するために、たとえば、開閉装置を昇降装置とされる
一基のバトン装置に併設する場合に比較して、カーテンの懸吊構造を複雑にせず、また、
これを利用する場合にコストをいたずらに増大させない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、図示した実施形態に基づいて、この発明を説明するが、この発明によるカーテ
ンの懸吊構造を説明しながらこの発明によるカーテンの懸吊方法についても説明する。
【００１９】
　まず、この発明によるカーテンの懸吊構造は、図１に示すところでは、舞台Ｓの間口(
符示せず)に配設されて舞台Ｓの間口の開閉を可能にする引き割り型のオペラカーテンか
らなるカーテンＣを有している。
【００２０】
　ちなみに、図１は、舞台Ｓの奥側から客席Ｇ(図３参照)側を看る状態を示し、カーテン
Ｃは、舞台Ｓの間口を左右方向から閉鎖する一対のカーテン体１，２を有し、この一対の
カーテン体１，２による舞台Ｓの間口の閉鎖時に各カーテン体１，２における開口縁部１
ａ，２ａが舞台Ｓの間口の中央部に位置決められながら互いに適宜の幅でオーバーラップ
すると共に、各カーテン体１，２における開口縁部１ａ，２ａに操作用牽引体３の一端が
連結されている。
【００２１】
　なお、各カーテン体１，２の開口縁部１ａ，２ａが舞台Ｓの間口の中央部でオーバーラ
ップされるのは、開口縁部１ａ，２ａを突き合わせる場合よりも簡単にいわゆる隙間をな
くせるからである。
【００２２】
　したがって、各カーテン体１，２の開口縁部１ａ，２ａを突き合わせたときに隙間を出
現させない場合には、上記したオーバーラップが不要であることもちろんである。
【００２３】
　そして、このカーテンＣは、上記の操作用牽引体３の他端を連結させる後述の懸吊手段
でこの操作用牽引体３が牽引されると、図１中に仮想線図で示すように、各カーテン体１
，２が絞り操作されて、飾りカーテン風になって間口を開放する。
【００２４】
　なお、舞台Ｓの間口は、舞台床Ｆと、この舞台床Ｆに立設される門形の額縁Ｆ１とで画
成され、客席Ｇの観客は、この間口を通して舞台Ｓの状況を視認するもので、カーテンＣ
は、この間口を言わば舞台Ｓ側から全面的に覆う大きさに設定される(図３参照)。
【００２５】
　上記のカーテンＣは、舞台Ｓの上方に配備の保持手段に保持され、この保持手段につい
てだが、図示するところでは、舞台Ｓの上方に配備されている一のバトン装置４からなる
。
【００２６】
　と言うのも、一般に、劇場や多目的ホールなどにおける舞台Ｓにあっては、吊り物装置
としてのバトン装置を有しており、それも複数基有して、種々の用途に同時に利用できる
態勢にしている。
【００２７】
　そこで、この発明にあっては、基本的には、カーテンＣが保持手段たる一のバトン装置
４に保持されるとし、後述する懸吊手段についても、同様の見地から他のバトン装置４で
代替されるとし、保持手段と懸吊手段とが共に言わば相隣するバトン装置４からなるとし
ている。
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【００２８】
　バトン装置４は、言わば周知の構成からなり、図１に示すように、舞台Ｓの間口方向に
整列される複数本の牽引体４１と、この複数本となる各牽引体４１の下端に連結されて舞
台Ｓの間口方向に延在されるバトン４２とを有してなる。
【００２９】
　そして、バトン４２は、図２に示すように、牽引体４１の下端を連結させるトラス体４
２ａと、このトラス体４２ａに束材４２ｂを介して連結されるパイプ体４２ｃとを有して
なる。
【００３０】
　ちなみに、バトン４２の長さについてだが、上記したカーテンＣの保持を可能にするの
はもちろんのこと、引き割り型のオペラカーテンを構成する各カーテン体１，２が横方向
に折り畳まれて舞台Ｓの左右部となる袖部に退避可能とされるためにも、舞台Ｓの間口幅
より長く設定されるのが一般的であろう。
【００３１】
　なお、バトン４２において、トラス体４２ａは、実質的に種々の物を吊持させるパイプ
体４２ｃが負荷によって水平方向に曲り、近隣する他のバトン４２におけるパイプ体４２
ｃに干渉するのを阻止する剛体として機能する。
【００３２】
　したがって、カーテンＣを保持する上で、上記したような不都合が招来されないならば
、図示しないが、バトン４２がトラス体４２ａを有しないなど、任意の構成に設定されて
良い。
【００３３】
　また、バトン装置４における複数本の牽引体４１は、鋼索からなり、図示しないが、舞
台Ｓの天井近くに配設の簀の子上に設置のそれぞれのドラムに巻装され、各ドラムがそれ
ぞれの駆動源で同期駆動されることで、送り出しされまた巻き取られる。
【００３４】
　ところで、操作用牽引体３は、カーテンＣたる引き割り態様に形成される一対のカーテ
ン体１，２を開閉するもので、諸般を考慮して繊維索からなり、一端がカーテンＣに連結
されると共に他端がプーリ３１を介するなどして懸吊手段たるバトン装置４におけるバト
ン４２に、具体的には、図２に示すように、バトン４２におけるパイプ体４２ｃに連結さ
れる。
【００３５】
　なお、プーリ３１については、任意の位置の配設されて良いが、図示するとことでは、
操作用牽引体３がカーテンＣの背面側に配在されるから、カーテンＣを保持する保持手段
たる一のバトン装置４におけるバトン４２に配設されている。
【００３６】
　それゆえ、以上のように形成されたこの発明によるカーテンの懸吊構造にあっては、カ
ーテンＣが舞台Ｓの上方に配備の保持手段たる一のバトン装置４に保持された状態でいわ
ゆる閉鎖状態におかれるとき、舞台Ｓの間口を閉鎖する。
【００３７】
　そして、この状態からカーテンＣを開放状態にする場合には、保持手段たる一のバトン
装置４の隣にある他のバトン装置４からなる懸吊手段によって操作用牽引体３を牽引して
各カーテン体１，２を絞り操作し、飾りカーテン風にして間口を開放する。
【００３８】
　そして、舞台Ｓの間口を開放したカーテンＣを元に戻す、すなわち、閉鎖状態に復帰さ
せるには、懸吊手段たる他のバトン装置４の戻し操作で各カーテン体１，２を元通りにす
れば足りる。
【００３９】
　一方、上記したところでは、カーテンＣが一対のカーテン体１，２を有してなる引き割
り型のオペラカーテンとされる場合を例にしたが、この発明が意図するところからすれば
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、カーテンＣは、図３に示すように、舞台Ｓの間口を上下方向に開閉する一枚のカーテン
体からなるとしても良い。
【００４０】
　そして、この場合に、カーテンＣは、上記の一対のカーテン体１，２と同様に、保持手
段たる一のバトン装置４に保持されて昇降可能とされると共に、懸吊手段たる他のバトン
装置４(図示せず)によって開閉操作される。
【００４１】
　そして、このカーテンＣにあっては、詳しく図示しないが、カーテンＣの裏面における
上下方向の中央部あるいは中央近傍部に左右方向に延在されて連結される貫体Ｃ１を有し
、この貫体Ｃ１に操作用牽引体３の一端が連結される。
【００４２】
　それゆえ、この一枚のカーテン体からなるカーテンＣにあっては、貫体Ｃ１が操作用牽
引体３によって吊り上げられるとき、図３中に実線図で示すように、上下方向に折り畳ま
れる。
【００４３】
　そして、このとき、折り畳まれたカーテンＣは、その部分たる上半側部が舞台Ｓの間口
を閉鎖する態勢にあるから、このカーテンＣを保持する保持手段たる一のバトン装置４に
よってこれを全体的に吊り上げることで、舞台Ｓの間口を全面的に開放することになる。
【００４４】
　この図３に示すカーテンＣを利用する場合には、舞台Ｓの間口を全面的に開放するにつ
いては、保持手段によるカーテンＣの昇降操作が必須になるから、昇降手段としてバトン
装置４が選択されることは好ましいことになる。
【００４５】
　以上からすれば、この発明によるカーテンの懸吊構造および懸吊方法にあっては、カー
テンＣの開閉がカーテンＣを保持する一のバトン装置４とは別の懸吊手段たる他のバトン
装置４によって懸吊されるところに特徴があると言い得る。
【００４６】
　しかも、懸吊手段たる他のバトン装置４は、保持手段が同じくバトン装置４からなる場
合にも、この保持手段たる一のバトン装置４とは、独立しながら近隣する他のバトン装置
４からなるもので、前記した文献開示の提案のように、カーテンを昇降させる言わば一基
のバトン装置にカーテンの開閉を可能にする装置を併設させるものでなく、既存のバトン
装置４の構成を変更させないばかりか、既存のバトン装置４の利用で足りるので、この発
明を利用するについて、いたずらなコストの増大を招来しない。
【００４７】
　また、この発明が意図するところは、カーテンＣの開閉を保持手段に近隣する懸吊手段
たる一基の他のバトン装置４で実現するところにあるから、このことからすれば、引き割
り型のカーテンＣの上端部が間口を画成する額縁Ｆ１の上辺部などに固着されている場合
であっても、そのカーテンＣの背後に一基の他のバトン装置４あるいはこれに代る手段を
有する場合には、それらバトン装置４などによってそのカーテンＣの開閉を可能にし得る
、すなわち、この発明を利用し得る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】この発明によるカーテンの懸吊構造を具現化した一実施形態を舞台の奥側から看
る正面図である。
【図２】保持手段たるバトン装置に懸吊手段たるバトン装置が近隣している状態を示す部
分縦断面図である。
【図３】この発明によるカーテンの懸吊構造を具現化した他の実施形態を劇場の横側から
看る側面図である。
【符号の説明】
【００４９】
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　１，２　カーテン体
 １ａ，２ａ　開口縁部
　３　操作用牽引体
　４　保持手段および懸吊手段たるバトン装置
　３１　プーリ
　４１　牽引体
　４２　バトン
　４２ａ　トラス体
　４２ｃ　パイプ体
　Ｃ　カーテン
　Ｃ１　貫体
　Ｆ　舞台床
　Ｆ１　額縁
　Ｇ　客席
　Ｓ　舞台

【図１】 【図２】
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